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2,600 人女：
 No. 【1809 11月28日 発行 】

2,663 世帯

人口 5,074

男： 2,474 人
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編集・発行 総務企画課

（令和6年10月31日現在）

世帯数世帯数

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

2 (月)

3 (火)

4 (水)

5 (木)

6 (金)

7 (土) 第16回かるた大会 13：30～17：00 砂美地来館 生涯学習課

8 (日)

9 (月)

10 (火)

11 (水)

乳児健診（対象児：R6.7.11～R6.9.12生）
受付時間

（13：15～13：30）

6～7か月児健診（対象児：R6.4.11～R6.6.12生）
受付時間

（13：00～13：15）

13 (金)

14 (土) 与論城跡をめぐり学ぶ会 15：30～17：00 サザンクロスセンター 生涯学習課

15 (日) 与論城跡をめぐり学ぶ会 9：00～11：00
与論城跡

（サザンクロスセンター前集合）
生涯学習課

12 (木) 保健センター 保健センター

月　　日 曜　日 日　　　　　程　　

12月9日 月  本会議 （ 開会，一般質問，議案審議 ）

12月10日 火  委員会

12月11日 水  委員会

12月12日 木  予備日 ( 議事整理日 )

12月13日 金  本会議 ( 閉会 )

【与論町議会事務局　℡：0997-97-3201】

令和６年第４回（１２月）定例会会期日程（予定）

※本会議の模様はインターネット（YouTube）で配信（中継）します。

※本会議開始時間は11月末に与論町議会ホームページでご確認ください。

缶 PTボトル
ビン

不燃ごみ 缶 PTボトル
ビン

不燃ごみ

１日 日 １日 水

２日 月 街道 茶花 ２日 木

３日 火 那間 与論 茶花 茶花 ３日 金

４日 水 街道 那間 那間 ４日 土 街道

５日 木 茶花 与論 与論 ５日 日

６日 金 那間 与論 ６日 月 街道 茶花

７日 土 街道 ７日 火 那間 与論 茶花 茶花

８日 日 ８日 水 街道 那間 茶花

９日 月 街道 茶花 ９日 木 茶花 与論

１０日 火 那間 与論 茶花 １０日 金 那間 与論

１１日 水 街道 那間 茶花 １１日 土 街道

１２日 木 茶花 与論 １２日 日

１３日 金 那間 与論 １３日 月 街道 茶花

１４日 土 街道 １４日 火 那間 与論 茶花

１５日 日 １５日 水 街道 那間 那間

１６日 月 街道 茶花 １６日 木 茶花 与論 与論 那間

１７日 火 那間 与論 茶花 茶花 １７日 金 那間 与論

１８日 水 街道 那間 那間 １８日 土 街道

１９日 木 茶花 与論 与論 那間 １９日 日

２０日 金 那間 与論 ２０日 月 街道 茶花

２１日 土 街道 ２１日 火 那間 与論 茶花 茶花

２２日 日 ２２日 水 街道 那間

２３日 月 街道 茶花 ２３日 木 茶花 与論

２４日 火 那間 与論 茶花 ２４日 金 那間 与論 与論

２５日 水 街道 那間 ２５日 土 街道

２６日 木 茶花 与論 ２６日 日

２７日 金 那間 与論 与論 ２７日 月 街道 茶花

２８日 土 街道 ２８日 火 那間 与論 茶花

２９日 日 ２９日 水 街道 那間

街道 茶花 ３０日 木 茶花 与論

那間 与論

31日 火 ３１日 金 那間 与論

★収集日の朝8時30分までに所定のごみステーションへ当日出してください。
収集日以外の日はビン、缶、ペットボトル等を出しても回収しません。

可燃ごみ 可燃ごみ

３０日 月

休止（正月休み）

休止（正月休み）

休止（正月休み）

休止（正月休み）

12月 1月

　令和6年12月・令和7年1月期　与論町ごみ収集計画表

『11月は「文化芸術に親しむ月間」です。』 
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＊鹿児島県大島児童相談所等巡回相談の実施について（お知らせ）＊  
 

 鹿児島県大島児童相談所、大島知的障害者更生相談所の巡回相談が下記の日程で実施されます。 

 相談を希望される場合は、令和６年12月１２日(木)までに与論町保健センターに予約をお願いします。 
 

実 施 日 場  所 時  間 

令和７年 1月２２日（水） 
与論町保健センター 

13:00～17:30 

令和７年 1月２３日（木）  ８:３0～11:00 
 
■相談内容 

①18歳未満の児童の福祉についての相談 

  ・障害相談 ・育成相談 ・養護相談 ・非行相談 ・その他の相談 

②18歳以上の知的障害者の福祉についての相談 

  ・療育手帳交付に関する相談、判定 ・家庭における日常生活指導に関する相談 

・18歳以上 20歳未満の知的障害者に対する特別児童扶養手当支給に関する相談、判定 

   ＜予約及びお問い合わせ先＞与論町保健センター TEL 0997-97-5105（担当：富） 

ペダル付き原動機付自転車の
申告について

　道路交通法の一部を改正する法律（令和6年法律第34号）が， 令和6年5月24日より公布され，11月1日に
施行されました。同法では，ペダル付き原動機付自転車について，原動機を用いずに走行する場合であっ
ても，原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。
　ペダル付き原動機付自転車は，道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当し
ます。よって，一般原動機付自転車を運転することができる免許取得やナンバープレートの取付けなどが
義務付けられています。

 公道を走行しない車両や使用していない車両でも，所有していれば課税対象となり，ナンバープレートを
取り付ける必要があります。申請に必要な書類をご持参のうえ，与論町税務課の窓口で登録の手続きをし
てください。

【登録に必要な書類】
 ・  販売証明書または譲渡証明書
 ・  ペダル付き原動機付自転車と判断できない場合は，対象車両の要件を満たすことが分かる製品カタロ
グ,  パンフレット等の書類
 ・身分証明書（運転免許証， マイナンバーカード等）

お問合せ：与論町役場 税務課 （TEL：0997-97-3133）



❹

日時 令和6年12月16日（月） 午前９：００～１１：３０ 午後１３：３０～１６：３０

令和6年12月17日（火） 午前９：００～１１：００

対象者

必要書類

（例）

　

　　＊肉用牛の給付金についても申告する義務があります。

与論町役場税務課　（ＴＥＬ：0997-97-3133）

確定申告に関するお知らせ
     事業収入については，基本的に事業主を１人決めて申告を行って下さい。

     家族経営をされている方についても，代表者を１人決めて申告を行って下さい。

  畜産）１つの牛舎につき,１人の事業主で申告を行う。

　　　  家族経営の場合は，代表者から働いている方に対し給与を支払う or 扶養に入れる。

税務署職員による災害減免説明会・受付

大雨による被害で災害減免についての説明会・受付を行います。

住宅や家財などに損害を受けた方

1.り災証明書

2.被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積の分かるもの
　（売買（工事請負）契約書、登記事項証明書（登記簿謄本）など）

＊説明会では，確定申告の際に雑損控除で必要となる【被災した住宅・家財等の損失額の計算書】を作成します。

9.（ｅ－Ｔａｘを利用されたことのある方）利用者識別番号と暗証番号が分かるもの

6.令和５年分の申告者本人の所得金額の分かる書類
　（源泉徴収票、収支内訳書、青色申告決算書など）

7.生計を一にする親族に所得金額が４８万円を超える方がいる場合には、
　その方の令和５年分の所得金額の分かる書類
　（申告書控え、収支内訳書・青色申告決算書の控え、源泉徴収票など）

8.マイナンバーカード
　（又は通知カード＋運転免許証、公的医療機関の被保険者証等）
　（４桁の暗証番号と６桁～１６桁の大文字英字+数字の暗証番号が申告時には必要です）
　＊暗証番号の再設定を行う際は，確定申告前に余裕もって再設定を行って下さい。
　　設定後１～２日経過しないとe-TAXと連携できない場合があります。

3.被害を受けた家財・車輛の取得時期、取得価額の分かるもの
　（売買契約書、領収書など）

4.被害を受けた資産に対する修繕費、取壊し費用、除去費用などが分かるもの
　（領収書、請求書、見積書など）
　※　マンションの方は、共用部分に関する書類もご持参ください

5.被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合（見込みを含みます。）
　その金額が分かるもの（支払通知書、通帳の写しなど）
　※　マンションの方は、共用部分に関する書類もご持参ください

申請期限 令和７年1月８日（水）までに申請して下さい。

＊申請期限を過ぎますと減免の対象外となる場合があります。

申請方法

家財の価格の３０％以上であるもの。

■固定資産税（税務課）

【対象者】

（土地）

（家屋）

　　　　　　　　 　当該家屋の価格の２０％以上の価値を減じたとき

●参考 災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和６年５月）より　　【内閣府】

災害被害者に対する町税等の減免について

11月の大雨被害による災害被害者について町税等の減免申請を受付いたします。

　　　　　（保険金,損害賠償金等により補填される金額を除く）がその住宅又は

＊申請を受けて，被害状況を調査し減免の対象になるかの判断をします。

               お問い合わせ：与論町役場　税務課（TEL：0997-97-3133）

■水害による被害認定基準

【対象者】

■概要　  災害により損害を受けたものに対して課する令和６年度分の町税等のうち

　　　　  令和６年１１月以後の納期に係る税額については，軽減又は免除する。

　　　　　 その者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額

被害面積が当該土地の面積の２０％以上であるとき

内装，畳等に損傷を受け，居住又は使用目的を損じ，修理又は取替えを必要とする場合で，

■町民税・国民健康保険税（税務課）　■介護保険料・後期高齢者医療保険料（健康長寿課）

                                    健康長寿課（TEL：0997-97-4992）

「減免申請書」を担当課に提出して下さい。減免申請書は担当課窓口にてお渡しします。
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